
令 和 ３ 年
３月30日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
新
産
業
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

（
農
林
水
産
政
策
課
）
…
…
…
二

下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
農
林
水
産
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

歳
入
の
収
納
の
事
務
の
委
託
（
文
化
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
予
定
森
林
（
阿
武
町
）
（
森
林
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道
路
の
指
定
（
道
路
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
の
指
定
（
道
路
整
備
課
）

四

…
…
…
…
…

美
祢
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
認
可
（
都
市
計
画
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

下
関
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

周
南
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

五
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

五
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

山
口
県
保
健
医
療
計
画
の
変
更
（
医
療
政
策
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
新
産
業
振
興
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

基
本
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
（
道
路
整
備
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催
（
都
市
計
画
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

港
湾
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
港
湾
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
告
示

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
二

件
）

一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
漁
管
委
告
示

漁
業
法
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
二
号

山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
山
口
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
第
二
条
第
二
十
八
号
」
を
「
第
二
条
第
三
十
一
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
四
の
項
第
一
号
ホ
中
「
施
設
に
あ
っ
て
は
」
の
下
に
「
小
学
校
、
中
学
校
、
義

務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
（
前
期
課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
公
立
の
も
の
（
以
下
「
公

立
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
及
び
」
を
加
え
、
同
表
十
四
の
項
第
二
号
イ
及
び
ホ
⑻
中
「
施
設
（
」
の

下
に
「
公
立
小
学
校
等
及
び
」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
の
一
の
項
イ
⑴
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
当
該
表
示
を
開
始
し
た
こ
と
又
は
当
該
表
示
を

継
続
し
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
情
報
を
当
該
視
覚
障
害
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
に
送
信
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

改
正
後
の
山
口
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
工
事
に
着
手
す
る
公
共
的
施
設
の
新
築
等
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
工
事
に
着
手
し
た
公
共
的
施
設
の
新
築
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
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山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
三
号

山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
八
年
山
口
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
二
の
項
」
の
下
に
「
及
び
三
の
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
四
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
山
口
県
条
例
第
十
二
号
）
附
則

第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
と
す
る
。

下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
五
号

下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

製
氷
施
設

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
百
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
歳
入
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

委
託
に
係
る
取
扱
歳
入
金
の
種
類

美
術
館
に
お
け
る
美
術
品
等
の
観
覧
料

美
術
館
に
お
け
る
図
録
等
の
売
払
代
金

二

委
託
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
ト
リ
ー
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
二
番
二
四
号

三

委
託
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

山
口
県
告
示
第
百
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
田
字
友
谷
九
三
一
、
九
三
一
の
一
、
九
三
二
、
九
三
三
、
字
三
百
一
〇
六

九
六
の
一
、
一
〇
六
九
六
の
一
八
、
一
〇
六
九
六
の
一
九
、
一
〇
六
九
六
の
二
二
、
字
水
穴
一
〇
六

九
九
の
一
、
一
〇
六
九
九
の
二
、
一
〇
六
九
九
の
四
か
ら
一
〇
六
九
九
の
一
〇
ま
で
、
一
一
三
八
九

二
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の
二
、
字
ᷤ
籠
石
ケ
迫
一
〇
七
〇
七
の
一
、
字
牛
落
一
〇
七
三
六
の
一
か
ら
一
〇
七
三
六
の
五
ま

で
、
一
〇
七
四
九
の
二
、
一
〇
七
四
九
の
七
、
字
仏
坂
一
〇
七
五
〇
の
一
、
一
〇
七
五
〇
の
二
、
一

〇
七
五
〇
の
四
、
一
〇
七
五
〇
の
五
、
字
石
ケ
迫
一
〇
七
七
一
の
九
、
一
〇
七
七
一
の
二
五
、
一
〇

七
七
一
の
二
七
、
一
〇
七
七
一
の
三
三
、
一
一
三
八
八
、
字
南
方
一
〇
八
四
五
の
一
、
一
〇
八
四
五

の
三
、
字
稗
畑
一
八
三
五
、
一
八
三
六
、
一
一
五
五
三
、
字
神
外
一
〇
八
七
五
の
二
、
一
〇
八
七
五

の
八
、
一
〇
八
七
五
の
一
〇
、
一
〇
八
七
五
の
一
一
、
字
Ṥ
ノ
口
一
〇
九
三
二
の
一
、
字
大
松
一
〇

九
三
五
の
一
、
字
引
明
一
〇
九
三
六
の
一
、
一
〇
九
三
八
、
字
白
戸
一
〇
九
三
七
の
一
、
一
〇
九
三

七
の
二
、
一
〇
九
三
七
の
四
、
一
〇
九
三
七
の
九
、
一
〇
九
三
七
の
一
一
、
一
〇
九
三
七
の
一
三
、

一
〇
九
三
七
の
一
五
、
字
志
田
尾
一
〇
九
三
七
の
六
、
一
〇
九
三
七
の
七
、
字
大
松
北
平
一
〇
九
五

四
の
二
か
ら
一
〇
九
五
四
の
四
ま
で
、
一
〇
九
五
四
の
六
、
字
南
迫
一
〇
九
五
四
の
八
、
一
〇
九
五

四
の
九
、
字
火
ノ
平
一
〇
九
五
五
、
字
神
宮
一
〇
九
五
五
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
阿
武
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
阿
武

町
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

萩
篠
生
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

萩
市
大
字
椿
東
字
船
津
二
四
二
四
地
先
か

ら同
市
同
大
字
字
松
本
市
二
二
八
〇
の
一
八

地
先
ま
で

旧

最
狭

九
・
二

最
広

二
三
・
七

六
七
〇
・
〇

新

最
狭

一
二
・
五

最
広

二
七
・
二

六
七
〇
・
〇

山
口
県
告
示
第
百
十
二
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ

り
、
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

区

間

指
定
の
期
日

県

道

岩
国
玖
珂
線

岩
国
市
牛
野
谷
町
三
丁
目
八
四
八
の
一
地
先
か
ら

同
市
牛
野
谷
町
一
丁
目
一
〇
一
二
〇
の
一
地
先
ま
で

令
和
三
年
四
月
一
日

県

道

岩
国
錦
帯
橋

空
港
線

岩
国
市
三
笠
町
一
丁
目
八
一
の
一
地
先
か
ら

同
市
昭
和
町
三
丁
目
五
の
一
二
地
先
ま
で

県

道

南
岩
国
停
車

場
磯
崎
線

岩
国
市
門
前
町
三
丁
目
三
八
七
九
の
一
地
先
か
ら

同
市
門
前
町
三
丁
目
一
〇
三
八
八
の
三
地
先
ま
で

県

道

粭
島
櫛
ケ
浜

停
車
場
線

周
南
市
大
字
粟
屋
字
開
作
南
八
〇
六
の
三
地
先
か
ら

同
市
大
字
久
米
字
院
内
三
九
七
三
の
一
地
先
ま
で

県

道

中
ノ
関
港
線

防
府
市
大
字
植
松
字
正
村
三
〇
二
の
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
大
崎
字
浜
田
一
八
一
六
の
一
地
先
ま
で

県

道

下
松
新
南
陽

線

周
南
市
川
手
二
丁
目
七
〇
〇
の
四
地
先
か
ら

同
市
大
字
富
田
字
文
ノ
水
二
六
八
〇
の
二
地
先
ま
で

県

道

妻
崎
開
作
小

野
田
線

山
陽
小
野
田
市
赤
崎
一
丁
目
七
五
一
五
の
二
一
地
先
か
ら

同
市
港
町
六
二
八
九
の
七
八
地
先
ま
で

県

道

徳
山
下
松
線

周
南
市
横
浜
町
八
の
二
地
先
か
ら

同
市
大
字
久
米
字
院
内
三
九
七
三
の
一
地
先
ま
で

二
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山
口
県
告
示
第
百
十
三
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

区

間

指
定
の
期
日

県

道

宇
部
船
木
線

宇
部
市
大
字
妻
崎
開
作
字
妻
拾
三
拾
四
ノ
ろ
一
一
四
の
三
地
先
か
ら

同
市
西
宇
部
南
三
丁
目
一
三
四
七
の
三
地
先
ま
で

令
和
三
年
四
月
一
日

県

道

宇
部
停
車
場

線

宇
部
市
西
宇
部
南
四
丁
目
一
二
八
二
の
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
吉
見
字
田
中
一
七
九
八
の
一
〇
地
先
ま
で

山
口
県
告
示
第
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
美
祢
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

美
祢
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

美
祢
都
市
計
画
下
水
道
事
業
美
祢
市
公
共
下
水
道
（
秋
吉
広
谷
処
理
区
）

三

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
三
月
三
十
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

美
祢
市
秋
芳
町
秋
吉

山
口
県
告
示
第
百
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
関
北
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

下
関
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

下
関
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業
下
関
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

下
関
市
豊
浦
町
大
字
川
棚
、
豊
浦
町
大
字
小
串
及
び
豊
浦
町
大
字
吉
永

山
口
県
告
示
第
百
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
周
南
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

下
松
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
下
水
道
事
業
下
松
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

下
松
市
東
陽
一
丁
目
、
東
陽
二
丁
目
、
東
陽
三
丁
目
、
東
陽
四
丁
目
、
東
陽
五
丁
目
、
東
陽
六
丁

目
、
東
陽
七
丁
目
、
葉
山
一
丁
目
、
葉
山
二
丁
目
、
若
宮
町
、
昭
和
町
一
丁
目
、
昭
和
町
二
丁
目
、

旗
岡
一
丁
目
、
旗
岡
二
丁
目
、
旗
岡
三
丁
目
、
旗
岡
四
丁
目
、
旗
岡
五
丁
目
、
琴
平
町
一
丁
目
、
琴

平
町
二
丁
目
、
青
柳
一
丁
目
、
青
柳
二
丁
目
、
大
手
町
一
丁
目
、
大
手
町
二
丁
目
、
大
手
町
三
丁

目
、
古
川
町
一
丁
目
、
古
川
町
二
丁
目
、
古
川
町
三
丁
目
、
古
川
町
四
丁
目
、
北
斗
町
、
栄
町
一
丁

目
、
栄
町
二
丁
目
、
栄
町
三
丁
目
、
東
柳
一
丁
目
、
東
柳
二
丁
目
、
西
柳
一
丁
目
、
西
柳
二
丁
目
、

西
柳
三
丁
目
、
中
央
町
、
生
野
屋
一
丁
目
、
生
野
屋
二
丁
目
、
生
野
屋
三
丁
目
、
生
野
屋
四
丁
目
、

生
野
屋
五
丁
目
、
生
野
屋
南
一
丁
目
、
生
野
屋
南
二
丁
目
、
生
野
屋
南
三
丁
目
、
生
野
屋
西
一
丁

目
、
生
野
屋
西
二
丁
目
、
生
野
屋
西
三
丁
目
、
生
野
屋
西
四
丁
目
、
南
花
岡
一
丁
目
、
南
花
岡
二
丁

四
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目
、
南
花
岡
三
丁
目
、
南
花
岡
四
丁
目
、
南
花
岡
五
丁
目
、
南
花
岡
六
丁
目
、
南
花
岡
七
丁
目
、
美

里
町
一
丁
目
、
美
里
町
二
丁
目
、
美
里
町
三
丁
目
、
美
里
町
四
丁
目
、
清
瀬
町
一
丁
目
、
清
瀬
町
二

丁
目
、
清
瀬
町
三
丁
目
、
清
瀬
町
四
丁
目
、
望
町
一
丁
目
、
望
町
二
丁
目
、
望
町
三
丁
目
、
望
町
四

丁
目
、
望
町
五
丁
目
、
瑞
穂
町
一
丁
目
、
瑞
穂
町
二
丁
目
、
瑞
穂
町
三
丁
目
、
瑞
穂
町
四
丁
目
、
潮

音
町
一
丁
目
、
潮
音
町
二
丁
目
、
潮
音
町
三
丁
目
、
潮
音
町
四
丁
目
、
潮
音
町
五
丁
目
、
潮
音
町
六

丁
目
、
潮
音
町
七
丁
目
、
潮
音
町
八
丁
目
、
桃
山
町
、
星
が
丘
一
丁
目
、
星
が
丘
二
丁
目
、
星
が
丘

三
丁
目
、
桜
町
一
丁
目
、
桜
町
二
丁
目
、
桜
町
三
丁
目
、
藤
光
町
一
丁
目
、
藤
光
町
二
丁
目
、
楠
木

町
一
丁
目
、
楠
木
町
二
丁
目
、
駅
南
一
丁
目
、
駅
南
二
丁
目
、
新
川
一
丁
目
、
新
川
二
丁
目
、
新
川

三
丁
目
、
新
川
四
丁
目
、
中
市
一
丁
目
、
中
市
二
丁
目
、
せ
せ
ら
ぎ
町
一
丁
目
、
せ
せ
ら
ぎ
町
二
丁

目
、
せ
せ
ら
ぎ
町
三
丁
目
、
西
市
一
丁
目
、
西
市
二
丁
目
、
西
市
三
丁
目
、
中
島
町
一
丁
目
、
中
島

町
二
丁
目
、
大
字
切
山
、
大
字
山
田
、
大
字
生
野
屋
、
大
字
河
内
、
大
字
末
武
上
、
大
字
末
武
下
、

大
字
西
豊
井
、
大
字
東
豊
井
、
大
字
末
武
中
、
大
字
平
田
、
大
字
来
巻
及
び
大
字
瀬
戸

山
口
県
告
示
第
百
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す

る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

下
谷
㈠
⚵
、
瀬
戸
㈠
⑾
、
大
藤
谷
㈠
⑽
、
大
藤
谷
㈠
⑾
、
大
藤
谷
㈠
⑿
、
大
藤
谷
㈠
⒀
、
切
山
㈠

⚯
、
河
内
㈠
⚶
、
河
内
㈠
⚷
、
旗
岡
㈠
⑸
、
東
豊
井
㈠
⑽
、
笠
戸
島
㈠
⚶

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
下
松
市
建
設
部
土
木

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

馬
神
㈠
⚴
、
夜
市
㈠
⛋
、
夜
市
㈠
⛌
、
夜
市
㈠
⛍
、
鹿
野
中
㈠
⚰
、
鹿
野
中
㈠
⚱
、
須
万
㈠
⚿
、

金
峰
㈠
⛇
、
金
峰
㈠
⛈
、
金
峰
㈠
⛉
、
大
道
理
㈠
⛐
、
大
道
理
㈠
⛑
、
大
道
理
㈠
⛒
、
大
道
理
㈠

⛓
、
長
穂
㈠
⚼
、
長
穂
㈠
⚽
、
四
熊
㈠
⛇
、
四
熊
㈠
⛈
、
四
熊
㈠
⛉
、
四
熊
㈠
⛊
、
四
熊
㈠
⛋
、

須
々
万
本
郷
㈠
⛐
、
須
々
万
本
郷
㈠
⛑
、
須
々
万
本
郷
㈠
⛒
、
須
々
万
奥
㈠
⚲
、
中
須
北
㈠
⚦
、

中
須
北
㈠
⚧
、
中
須
北
㈠
⚨
、
中
須
北
㈠
⚩
、
中
須
北
㈠
⚪
、
中
須
南
㈠
⚷
、
中
須
南
㈠
⚸
、
戸

田
㈠
⛚
、
小
畑
㈠
⒅
、
小
畑
㈠
⒆
、
小
畑
㈠
⒇
、
小
畑
㈠
⚦
、
八
代
㈠
⛀
、
八
代
㈠
⛁
、
小
松
原

㈠
⚸
、
孝
田
町
㈠
⑶
、
呼
坂
㈠
⛀
、
安
田
㈠
⚫

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
周
南
市
建
設
部
河
川

港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
百
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定

す
る
。令

和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

下
谷
㈠
⚵
、
瀬
戸
㈠
⑾
、
大
藤
谷
㈠
⑽
、
大
藤
谷
㈠
⑾
、
大
藤
谷
㈠
⑿
、
大
藤
谷
㈠
⒀
、
切
山
㈠

⚯
、
河
内
㈠
⚶
、
河
内
㈠
⚷
、
旗
岡
㈠
⑸
、
東
豊
井
㈠
⑽
、
笠
戸
島
㈠
⚶

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
下
松
市
建
設
部
土
木

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

四
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一

区
域
の
名
称

馬
神
㈠
⚴
、
夜
市
㈠
⛋
、
夜
市
㈠
⛌
、
夜
市
㈠
⛍
、
鹿
野
中
㈠
⚰
、
鹿
野
中
㈠
⚱
、
須
万
㈠
⚿
、

金
峰
㈠
⛇
、
金
峰
㈠
⛈
、
金
峰
㈠
⛉
、
大
道
理
㈠
⛐
、
大
道
理
㈠
⛑
、
大
道
理
㈠
⛒
、
大
道
理
㈠

⛓
、
長
穂
㈠
⚼
、
長
穂
㈠
⚽
、
四
熊
㈠
⛇
、
四
熊
㈠
⛈
、
四
熊
㈠
⛉
、
四
熊
㈠
⛊
、
四
熊
㈠
⛋
、

須
々
万
本
郷
㈠
⛐
、
須
々
万
本
郷
㈠
⛑
、
須
々
万
本
郷
㈠
⛒
、
須
々
万
奥
㈠
⚲
、
中
須
北
㈠
⚦
、

中
須
北
㈠
⚧
、
中
須
北
㈠
⚨
、
中
須
北
㈠
⚩
、
中
須
北
㈠
⚪
、
中
須
南
㈠
⚷
、
中
須
南
㈠
⚸
、
戸

田
㈠
⛚
、
小
畑
㈠
⒅
、
小
畑
㈠
⒆
、
小
畑
㈠
⒇
、
小
畑
㈠
⚦
、
八
代
㈠
⛀
、
八
代
㈠
⛁
、
小
松
原

㈠
⚸
、
孝
田
町
㈠
⑶
、
呼
坂
㈠
⛀
、
安
田
㈠
⚫

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
周
南
市
建
設
部
河
川

港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
九
三
）
山
口
県
保
健
医
療
計
画
の
変
更

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
山
口

県
保
健
医
療
計
画
を
変
更
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

計
画
の
内
容

縦
覧
に
供
す
る
変
更
後
の
山
口
県
保
健
医
療
計
画
書
の
と
お
り

二

縦
覧
の
場
所

山
口
県
健
康
福
祉
部
医
療
政
策
課
及
び
各
保
健
所

（
九
四
）
山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
八
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指

定
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
般
財
団
法
人
山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー

下
関
市
豊
前
田
町
三
丁
目
三
番
一
号

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
使
用
日
又
は
使
用
時
間
を
変
更
す
る
こ

と
。

㈡

条
例
第
四
条
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
施
設
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む
こ

と
。

㈣

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
九
五
）
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
国
土
広
域
情
報
修
正
）

二

作
業
の
地
域

山
口
県
全
域

三

作
業
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
九
六
）
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

六
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規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

路

線

名

区

間

県

道

萩

篠

生

線

萩
市
大
字
椿
東
字
無
田
口
二
六
八
七
地
先
か
ら

同
市
同
大
字
字
松
本
市
二
二
八
〇
の
一
八
地
先
ま
で

（
九
七
）
山
口
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
都
市
計

画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
催
の
日
時

令
和
三
年
四
月
二
十
日
（
火
曜
日
）
午
後
二
時

二

開
催
の
場
所

山
口
市
亀
山
町
二
番
一
号

山
口
市
役
所

三

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案

㈠

変
更
す
る
山
口
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
六
桜
畠
大
歳
線

次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

変
更
す
る
山
口
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
十
六
太
刀
売
上
竪
小
路
線

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
の
手
続

㈠

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
和
三
年
四
月
十
三
日
（
火
曜
日
）
ま

で
に
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
公
述
申

出
書
」
と
い
う
。
）
を
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
山
口
県
土
木

建
築
部
都
市
計
画
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
令
和
三
年
四
月
十
三
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

㈡

公
述
申
出
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
、
同
種
の
意
見
を
有
す
る
者
が
多
数
あ
る
場
合
に
は
、
公

聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

㈢

公
聴
会
の
運
営
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
意
見
を
述
べ
る
時
間
を
制
限

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

㈣

㈡
及
び
㈢
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
公
述
申
出
書
を
提
出
し
た

者
又
は
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
通
知
し
ま
す
。

五

そ
の
他

㈠

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
七
三
三
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。

㈡

関
係
図
書
は
、
次
の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

防
府
市
駅
南
町
一
三
番
四
〇
号

防
府
土
木
建
築
事
務
所

山
口
市
神
田
町
六
番
一
〇
号

防
府
土
木
建
築
事
務
所
山
口
支
所

山
口
市
亀
山
町
二
番
一
号

山
口
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
五
の
㈡
の
関
係
図
書
の
縦
覧
場
所
に
お
い
て

縦
覧
に
供
し
ま
す
。
）

（
九
八
）
港
湾
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま

し
た
。令

和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
港
湾
施
設
の
名
称
及
び
場
所

港

湾

の

名

称

港

湾

施

設

の

名

称

港
湾
施
設
の
場
所

岩

国

港

新
港
運
動
公
園

岩

国

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岩
国
市

岩
国
市
今
津
町
一
丁
目
一
四
番
五
一
号

六
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三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
（
知
事
が
定
め
る
港
湾
施
設
（
以
下
「
指
定
港
湾
施

設
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
㈣
及
び
㈤
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
理
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

と
。

㈤

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消

し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
港
湾
施
設
の
名
称
及
び
場
所

港

湾

の

名

称

港

湾

施

設

の

名

称

港
湾
施
設
の
場
所

室

津

港

室
津
浮
桟
橋
、
室
津
物
揚
場
、
室
津
臨
港
道

路
及
び
室
津
緑
地

上

関

町

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

上
関
町

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島
五
〇
三
番
地

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
㈣

及
び
㈤
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
理
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

と
。

㈤

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消

し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
港
湾
施
設
の
名
称
及
び
場
所

港

湾

の

名

称

港

湾

施

設

の

名

称

港
湾
施
設
の
場
所

平

生

港

水
場
Ｂ
導
流
堤
、
水
場
Ｃ
導
流
堤
、
水
場
Ｅ

護
岸
、
水
場
Ｆ
護
岸
、
水
場
Ｇ
護
岸
、
水
場

Ａ
物
揚
場
、
水
場
Ｂ
物
揚
場
、
水
場
Ｃ
物
揚

場
、
水
場
Ｄ
物
揚
場
、
水
場
Ｅ
物
揚
場
、
水

場
臨
港
道
路
及
び
水
場
緑
地

平

生

町

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
生
町

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
二
一
〇
番
地
の
一

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
㈣

及
び
㈤
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
理
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

と
。

㈤

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消

し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
港
湾
施
設
の
名
称
及
び
場
所

港

湾

の

名

称

港

湾

施

設

の

名

称

港
湾
施
設
の
場
所
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徳

山

下

松

港

は
な
ぐ
り
緑
地
護
岸
、
下
松
埠
頭
公
園
、
笠

戸
島
緑
地
公
園
、
中
間
緑
地
公
園
、
海
上
遊

歩
道
及
び
釣
突
堤

下

松

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下
松
市

下
松
市
大
手
町
三
丁
目
三
番
三
号

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
㈣

及
び
㈤
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
理
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

と
。

㈤

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消

し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
港
湾
施
設
の
名
称
及
び
場
所

港

湾

の

名

称

港

湾

施

設

の

名

称

港
湾
施
設
の
場
所

徳

山

下

松

港

櫛
ケ
浜
防
波
堤
Ａ
、
櫛
ケ
浜
防
波
堤
Ｂ
、
晴

海
護
岸
、
櫛
ケ
浜
護
岸
Ａ
、
櫛
ケ
浜
護
岸

Ｂ
、
櫛
ケ
浜
浮
桟
橋
、
櫛
ケ
浜
物
揚
場
、
櫛

ケ
浜
船
揚
場
、
晴
海
臨
港
道
路
の
一
部
、
櫛

ケ
浜
道
路
、
晴
海
野
積
場
の
一
部
、
櫛
ケ
浜

野
積
場
、
晴
海
Ａ
緑
地
及
び
晴
海
Ｂ
緑
地

周

南

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

周
南
市

周
南
市
岐
山
通
一
丁
目
一
番
地

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
㈣

及
び
㈤
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
理
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

と
。

㈤

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消

し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
港
湾
施
設
の
名
称
及
び
場
所

港

湾

の

名

称

港

湾

施

設

の

名

称

港
湾
施
設
の
場
所

三

田

尻

港

築
地
東
胸
壁
、
築
地
一
号
浮
桟
橋
及
び
築
地

二
号
浮
桟
橋
の
各
一
部
、
照
明
設
備
、
三
田

尻
緑
地
Ａ
、
三
田
尻
緑
地
Ｂ
並
び
に
三
田
尻

緑
地
Ｃ

防

府

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

防
府
市

防
府
市
寿
町
七
番
一
号

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
㈣

及
び
㈤
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
理
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

と
。

㈤

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消

し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
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一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
港
湾
施
設
の
名
称
及
び
場
所

港

湾

の

名

称

港

湾

施

設

の

名

称

港
湾
施
設
の
場
所

萩

港

浜
崎
三
号
防
波
堤
、
浜
崎
防
波
護
岸
の
一

部
、
浜
崎
物
揚
場
、
浜
崎
臨
港
道
路
、
浜
崎

荷
さ
ば
き
地
、
浜
崎
可
動
橋
、
潟
港
二
号
緑

地
及
び
潟
港
四
号
緑
地

萩

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

萩
市

萩
市
大
字
江
向
五
一
〇
番
地

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
㈣

及
び
㈤
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
理
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

と
。

㈤

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消

し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
港
湾
施
設
の
名
称
及
び
場
所

港

湾

の

名

称

港

湾

施

設

の

名

称

港
湾
施
設
の
場
所

萩

港

潟
港
係
船
浮
標
、
潟
港
物
揚
場
Ａ
、
潟
港
野

積
場
Ａ
、
潟
港
給
水
栓
、
潟
港
給
油
所
、
潟

港
船
舶
保
管
施
設
、
潟
港
船
舶
上
下
架
施

設
、
潟
港
テ
ニ
ス
場
、
潟
港
テ
ニ
ス
場
管
理

棟
及
び
潟
港
テ
ニ
ス
場
電
気
室

萩

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
マ
リ
ー
ナ
萩

萩
市
大
字
椿
東
六
〇
八
〇
番
地
の
六

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
㈣

及
び
㈤
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
指
定
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
理
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

と
。

㈤

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消

し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

公
安
委
員
会

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
四
号
ロ
中
「
イ
」
の
下
に
「
か
ら
ニ
ま
で
」
を
加
え
、
同
号
中
ロ
を
ホ
と
し
、
イ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
往
診
又
は
看
護
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
准
看
護
師
、
理
学
療

法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
行
う
療
養
上
の
世
話
若
し
く
は
必
要
な
診
療
の

補
助
の
た
め
用
務
先
に
近
接
す
る
場
所
に
駐
車
す
る
必
要
が
あ
る
車
両
に
あ
つ
て
は
、
用
務
先

に
近
接
す
る
場
所

一
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ハ

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護

等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
用
務
先
に
近
接
す
る
場
所
に
駐
車
す
る
必
要
が
あ
る
車
両

（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
用
務
先
に
近
接
す
る
場
所

ニ

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た

め
用
務
先
に
近
接
す
る
場
所
に
駐
車
す
る
必
要
が
あ
る
車
両
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
、
用
務
先
に
近
接
す
る
場
所

別
表
三
の
項
小
郡
三
隅
線
に
関
す
る
部
分
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宇
部
船
木
線

宇
部
市
大
字
妻
崎
開
作
字
妻
拾
三
拾
四
ノ
ろ
一
一
四
の

三
地
先
か
ら
同
市
西
宇
部
南
三
丁
目
一
三
四
七
の
三
地

先
ま
で

別
表
三
の
項
小
野
田
山
陽
線
に
関
す
る
部
分
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岩
国
錦
帯
橋
空
港
線

岩
国
市
旭
町
一
丁
目
七
〇
二
の
六
地
先
か
ら
同
市
旭
町

二
丁
目
二
七
〇
八
の
三
地
先
ま
で

岩
国
市
昭
和
町
三
丁
目
七
の
二
三
地
先
か
ら
同
町
二
一

七
七
の
三
地
先
ま
で

別
表
三
の
項
新
山
口
停
車
場
長
谷
線
に
関
す
る
部
分
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宇
部
停
車
場
線

宇
部
市
西
宇
部
南
四
丁
目
一
二
八
二
の
一
地
先
か
ら
同

市
大
字
吉
見
字
田
中
一
七
九
八
の
一
〇
地
先
ま
で

別
表
四
の
項
汐
入
・
山
の
田
線
に
関
す
る
部
分
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
和
町
三
号
線

下
関
市
大
和
町
二
丁
目
二
三
の
一
二
地
先
か
ら
同
町
二

四
の
一
地
先
ま
で

別
表
四
の
項
彦
島
迫
町
二
〇
号
線
に
関
す
る
部
分
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

彦
島
本
村
町
三
六
号
線

下
関
市
大
和
町
二
丁
目
二
二
の
三
地
先
か
ら
同
町
二
八

の
三
地
先
ま
で

別
表
九
の
項
昭
和
町
一
号
線
に
関
す
る
部
分
中
「
二
二
二
五
の
六
」
を
「
七
の
一
一
」
に
改
め
、
同

項
旭
町
一
九
号
線
に
関
す
る
部
分
中
「
七
〇
二
の
六
」
を
「
六
六
五
の
七
」
に
、
「
同
町
六
八
〇
の

四
」
を
「
同
市
川
下
町
三
丁
目
三
九
八
の
一
」
に
改
め
、
同
項
旭
町
二
〇
号
線
に
関
す
る
部
分
及
び
旭

町
二
四
号
線
に
関
す
る
部
分
を
削
る
。

別
表
十
の
項
岡
田
原
築
港
線
に
関
す
る
部
分
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

環
状
線

周
南
市
野
村
二
丁
目
四
六
九
一
の
六
地
先
か
ら
同
町
四

七
五
五
の
一
地
先
ま
で

宮
ノ
前
線

周
南
市
中
央
町
七
の
一
地
先
か
ら
同
市
古
泉
一
丁
目
一

〇
九
八
の
三
地
先
ま
で

東
町
・
塩
田
線

周
南
市
福
川
南
町
二
五
七
三
の
二
五
地
先
か
ら
同
町
二

五
七
三
の
三
〇
地
先
ま
で

別
表
十
一
の
項
細
江
臨
港
道
路
に
関
す
る
部
分
中
「
同
市
竹
崎
町
四
丁
目
一
の
六
二
」
を
「
同
町
一

の
四
七
」
に
改
め
、
同
部
分
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
大
和
町
臨
港
道
路

下
関
市
東
大
和
町
一
丁
目
一
の
四
九
地
先
か
ら
同
市
東

大
和
町
二
丁
目
二
七
の
二
二
地
先
ま
で

運
河
沿
臨
港
道
路

下
関
市
東
大
和
町
二
丁
目
三
八
地
先
か
ら
同
市
大
和
町

二
丁
目
二
八
の
三
地
先
ま
で

別
記
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
２
を
削
り
、
⚓
を
⚒
と
し
、
⚔
を
⚓
と
し
、

⚕
を
⚔
と
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の
一
）
の
注
中
２
を
削
り
、
⚓
を

⚒
と
し
、
⚔
を
⚓
と
し
、
⚕
を
⚔
と
し
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の

二
）
の
注
中
⚑
を
削
り
、
⚒
を
⚑
と
し
、
⚓
か
ら
⚕
ま
で
を
⚒
か
ら
⚔
ま
で
と
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
⚒
を
削
り
、
⚓
を
⚒
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
七
の
⟹表
、
別
記
第
五
号
様
式
の
八
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
七
号

様
式
の
二
、
別
記
第
九
号
様
式
の
⟹表
、
別
記
第
九
号
様
式
の
二
の
⟹表
、
別
記
第
十
号
様
式
、
別
記
第
十

八
号
様
式
の
二
、
別
記
第
十
九
号
様
式
、
別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
二
、
別
記
第
二
十
二
号
様
式
及
び

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
九
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一
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表
山
口
県
岩
国
警
察
署
の
部
麻
里
布
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中
「
麻
里
布
町
七
丁
目
」
の
下
に
「
、

川
口
町
一
丁
目
、
川
口
町
二
丁
目
、
三
笠
町
一
丁
目
、
三
笠
町
二
丁
目
、
三
笠
町
三
丁
目
、
元
町
一
丁

目
、
元
町
二
丁
目
、
元
町
三
丁
目
、
元
町
四
丁
目
、
昭
和
町
一
丁
目
、
昭
和
町
二
丁
目
、
昭
和
町
三
丁

目
、
飯
田
町
一
丁
目
、
飯
田
町
二
丁
目
、
飯
田
町
三
丁
目
、
桂
町
一
丁
目
、
桂
町
二
丁
目
、
日
の
出

町
」
を
加
え
、
同
部
東
交
番
の
項
を
削
り
、
同
部
岩
国
西
幹
部
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中
「
周
東
町
明

見
谷
」
の
下
に
「
、
周
東
町

越
、
周
東
町
三
瀬
川
、
周
東
町
上
須
通
（
字
梅
ノ
木
に
限
る
。
）
、
周

東
町
樋
余
地
」
を
加
え
、
同
部
川
越
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
り
、
同
部
米
川
警
察
官
駐
在
所
の
項
所

管
区
の
欄
中
「
川
越
警
察
官
駐
在
所
」
を
「
岩
国
西
幹
部
交
番
」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
防
府
警
察
署

の
部
華
城
交
番
の
項
を
削
り
、
同
部
中
関
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中
「
大
字
浜
方
、
大
字
田
島
」
を

「
桑
山
一
丁
目
、
桑
山
二
丁
目
、
桑
南
一
丁
目
、
桑
南
二
丁
目
、
仁
井
令
町
、
東
仁
井
令
町
、
清
水

町
、
華
園
町
、
伊
佐
江
町
、
開
出
本
町
、
開
出
西
町
、
西
仁
井
令
一
丁
目
、
西
仁
井
令
二
丁
目
、
華
城

中
央
一
丁
目
、
華
城
中
央
二
丁
目
、
大
字
浜
方
、
大
字
田
島
、
大
字
仁
井
令
、
大
字
植
松
、
大
字
伊
佐

江
、
大
字
西
浦
」
に
改
め
、
同
部
西
浦
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
り
、
同
表
山
口
県
山
口
警
察
署
の
部

三
谷
警
察
官
連
絡
所
の
項
を
削
り
、
同
表
山
口
県
山
陽
小
野
田
警
察
署
の
部
小
野
田
駅
前
交
番
の
項
所

管
区
の
欄
中
「
共
和
台
」
の
下
に
「
、
青
葉
台
、
上
の
郷
」
を
加
え
、
「
（
神
帆
町
、
高
須
、
平
生

町
、
大
塚
、
平
和
町
、
横
土
手
及
び
南
平
原
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
部
高
泊
警
察
官
駐
在
所
の
項

を
削
り
、
同
表
山
口
県
長
府
警
察
署
の
部
前
田
警
察
官
連
絡
所
の
項
及
び
王
喜
警
察
官
連
絡
所
の
項
を

削
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
四
月
五
日
か
ら

施
行
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
公
安
委
員
会

表
山
口
県
防
府
警
察
署
の
部
中
関
交
番
の
項
名
称
の
欄
中
「
中
関
交
番
」
を
「
華
西
中
関
交
番
」
に

改
め
る
。

漁
場
管
理
委
員
会

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

井

治

己

一

指
示
の
内
容

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
水
域
に
お
い
て
は
、
こ

い
（
ま
ご
い
及
び
に
し
き
ご
い
を
い
う
。
）
を
当
該
水
域
の
外
に
持
ち
出
し
、
か
つ
、
他
の
水
域
に

放
流
し
、
又
は
遺
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

下
松
市
の
区
域
内
の
水
域
の
う
ち
、
平
田
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を

成
す
水
面

㈡

防
府
市
大
字
西
浦
字
沖
本
土
手
附
二
七
九
八
の
一
地
先
の
遊
水
池
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体

を
成
す
水
面

㈢

佐
波
川
水
系
に
係
る
河
川
（
佐
波
川
ダ
ム
堰え

ん

堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
島
地
川
ダ
ム
堰
堤
か
ら

上
流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈣

防
府
市
大
字
佐
野
字
開
作
一
七
八
五
の
一
地
先
の
遊
水
池
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す

水
面

㈤

河
内
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈥

南
若
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈦

椹
野
川
水
系
に
係
る
河
川
（
一
の
坂
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
荒
谷
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上

流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈧

井
関
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈨

厚
東
川
水
系
に
係
る
河
川
（
厚
東
川
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
宇
部
丸
山
ダ
ム
堰
堤
か

ら
上
流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈩

壇
具
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

➘

粟
野
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

➙

掛
淵
川
水
系
に
係
る
河
川
（
畑
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
、
狩
音
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区

間
、
有
宗
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
、
大
坊
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
阿
惣
ダ
ム
堰
堤
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か
ら
上
流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

➚

阿
武
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

二

指
示
の
有
効
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
二
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令
和
三
年
三
月
三
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
三
月
三
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


